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支援する会ニュース 
 

 

 

東
京
で
は
昨
年
夏
、
７
区
９
市

以
上
の
中
学
３
年
生
の
保
護
者
宛

て
に
、
陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学

校
の
募
集
案
内
が
届
き
ま
し
た
。

「
特
別
国
家
公
務
員
と
し
て
月
額

十
万
六
千
九
百
円
の
生
徒
手
当

と
年
２
回
の
期
末
手
当
を
支
給
。

全
寮
制
で
宿
舎
無
料
、
食
事
・
制

服
・
寝
具
等
は
支
給
又
は
無
料
貸

与
」
と
あ
り
、
「
こ
れ
は
経
済
的

徴
兵
制
で
は
な
い
か
」
と
い
う
声

も
。
家
の
経
済
状
態
を
理
由
に

「
都
立
一
本
」
受
験
の
子
が
こ
れ

を
見
た
ら
、
「
手
当
が
出
る
の
な

ら
」
と
工
科
学
校
の
受
験
を
考

え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

各
自
治
体
の
広
報
に
は
、
「
自

衛
官
募
集
の
た
め
」
に
住
民
の

情
報
が
閲
覧
・
提
供
さ
れ
た
こ

と
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ
き

る
野
市
な
ど
で
は
「
自
衛
隊
高

等
工
科
学
校
の
募
集
案
内
送
付

の
た
め
」
と
の
記
載
も
あ
り
ま
し

た
。こ
れ
で
、
当
事
者
に
知
ら
せ
た

つ
も
り
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
で

は
「
自
分
の
情
報
は
知
ら
せ
な
い

で
」
と
言
う
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。 

あ
き
る
野
市
で
は
、
退
職
教
員

と
「
新
日
本
婦
人
の
会
」
の
み
な

さ
ん
が
中
心
と
な
っ
て 

「
21

世

紀
に
子
ど
も
た
ち
を
戦
場
に
送
ら

な
い
連
絡
会
（
あ
き
る
野
）
」
が
結

成
さ
れ
、
市
民
に
こ
の
問
題
を
知

ら
せ
、
市
へ
の
申
し
入
れ
を
続
け

て
い
ま
す
。 

子
ど
も
全
国
セ
ン
タ
ー
も
、
こ
ど

も
家
庭
庁
へ
の
要
請
の
時
に
、
子
ど

も
の
権
利
条
約
第
38

条
を
踏
ま
え

て
、こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
ま
し
た
。 

高
校
３
年
生
の
Ｒ
Ｙ
Ｕ
さ
ん
が

「
若
者
の
個
人
情
報
を
自
衛
隊
に
提

供
し
な
い
で
！
」
と
裁
判
に
訴
え
る

と
聞
い
て
、
す
ご
い
！
と
思
い
ま
し

た
。
提
訴
を
決
意
し
た
Ｒ
Ｙ
Ｕ
さ
ん
、

そ
れ
を
支
え
る
弁
護
団
と
「
会
」
の

み
な
さ
ん
と
連
帯
し
、
東
京
か
ら
も

全
力
で
支
援
し
て
い
き
た
い
と
思
い

ま
す
。 

Ｒ
Ｙ
Ｕ
裁
判
（
自
衛
隊
名
簿
提
供
違
憲
訴
訟
）
へ
の
連
帯
の
こ
と
ば 

 

元
中
学
校
教
員
、
子
ど
も
の
権
利
・教
育
・
文
化
全
国
セ
ン
タ
ー 

事
務
局
次
長 

糀
谷 

陽
子 

 
自衛隊名簿提供違憲訴訟（RYU裁判）

3.29提訴行動と 

提訴報告集会 
 
13：00 奈良地裁１階の広報板(テレ

ビ）前の待合室に集合 

＊原告弁護団、支援する会 

合計 5～10人 

13：05 横断幕を持って移動 

（裁判所西側のホテル前から奈良

県教育会館４階に移動） 

13：15 記者会見と提訴報告集会（進

行は支援する会事務局長・   

河戸憲次郎） 

＊オンライン配信も予定 

① 「支援する会」会長挨拶 

（佐々木章夫） 

②  弁護団長挨拶 

（佐藤真理弁護士） 

③ 訴状の解説（弁護団事務局長・   

諸富弁護士他常任弁護団） 

④ 記者からの質問と回答    

⑤ 支援する会、弁護団の意見交換 

  ＊兵庫の住民訴訟の報告も予定 

⑥ 支援する会より行動提起 

（河戸憲次郎） 
 

＊終了予定は 15：00              

提訴の日にちが 

3 29 
決定 

月 日 (金) 

提訴行動と提訴報告集会に 
ご参加ください 


